
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号

旅
行
業
法
施
行
令

内
閣
は
、
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
行
あヽ
つヽ
旋
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
一
条
　
旅
行
業
者
等
は
、
旅
行
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ

め
、
旅
行
者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
旅
行
業
者
等
は
、
旅
行
者
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
旅
行
者
に
対
し
、
法
第
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定

す
る
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
旅
行
者
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
条
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
中
「
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省

令
」
と
、
「
旅
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
旅
行
業
務
に
関
し
取
引
を
す
る
者
（
旅
行
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
旅
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
旅
行
業
務
に
関
し
取
引
を
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

３
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
旅
行
業
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
」
と
、
「
旅
行

者
」
と
あ
る
の
は
「
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
に
関
し
取
引
を
す
る
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
研
修
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
三
条
　
法
第
十
二
条
の
十
五
第
一
項
（
法
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
四
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
二
万
九
千
二
百
円
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
更
新
の
登
録
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
八
千
三
百
円
）
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
総
合
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
　
六
千
五
百
円

二
　
国
内
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
　
五
千
八
百
円

三
　
地
域
限
定
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
　
五
千
五
百
円

３
　
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
観
光
庁
長
官
が
行
う
旅
程
管
理
研
修
の
手
数
料
の
額
は
、
三
万
七
千
六
百
円
と
す
る
。

４
　
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
観
光
庁
長
官
が
行
う
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
取
扱
管
理
者
研
修
の
手
数
料
の
額
は
、
一
万
七
千
九
百
円
と
す
る
。

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
五
条
　
旅
行
業
（
本
邦
外
の
企
画
旅
行
（
参
加
す
る
旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
（
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
法
第
二
章
第
一
節
（
第
十
二
条
の
三
を
除

く
。
）
、
第
五
十
四
条
第
四
項
及
び
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
、
第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
観
光

庁
長
官
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
こ
れ
ら
の
旅
行
業
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
を
営
む
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

２
　
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
に
関
す
る
法
第
二
章
第
二
節
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
観
光
庁
長
官
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
を

営
む
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
観
光
庁
長
官
が
自
ら

そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
旅
行
業
者
等
が
組
織
す
る
団
体
に
関
す
る
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
観
光
庁
長
官
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

４
　
旅
行
業
者
等
が
組
織
す
る
団
体
（
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
協
会
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
観
光
庁
長
官
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

５
　
前
各
項
（
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
観
光
庁
長
官
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す

る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
旅
行
あヽ
つヽ
旋
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
二
月
八
日
政
令
第
一
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
旅
行
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
一
九
日
政
令
第
三
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
六
日
政
令
第
三
九
九
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
旅
行
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
旅
行
業
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
旅
行
業
の
登
録
（
運
輸
大
臣
が
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い

る
者
が
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
旅
行
業
法
の
規
定
に
よ
る
旅
行
業
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
の
登
録
の
う
ち
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
旅
行
業
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
権
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
登
録
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
運
輸
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
業
の
登
録
の
申
請
又
は
旧
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
業
約
款
の
認
可

の
申
請
の
う
ち
新
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
権
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
一
二
日
政
令
第
二
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
七
日
政
令
第
三
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
又
は
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
（
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
命
令
等
の
処
分
そ
の
他

の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
政
令
の

施
行
の
日
に
お
い
て
新
た
に
当
該
行
政
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
者
の
し
た
処
分
等
の
行
為
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
七
日
政
令
第
七
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
月
四
日
政
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
書
面
の
交
付
等
に
関
す
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
五
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
九
日
政
令
第
三
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
旅
行
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
六
日
政
令
第
二
二
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
七
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
八
日
政
令
第
二
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
国
土
交
通
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

り
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
従
前
の
国
の
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
関
」
と
い
う
。
）
が
し
た
認
可
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
法
の
施
行
後
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
（
こ
れ

に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
令
」
と
い
う
。
）
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
相
当
の
国
等
の
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
機
関
」
と
い
う
。
）
が
し
た
認
可
、
指
定
そ
の
他

の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

一

国
土
交
通
大
臣
（
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
土
交
通
省
設
置
法
（
以
下
「
旧
設
置
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
十
一
号
か
ら
第
二

十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

観
光
庁
長
官

二

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会

運
輸
安
全
委
員
会
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三

海
難
審
判
庁

海
難
審
判
所

四

船
員
中
央
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

中
央
労
働
委
員
会

五

船
員
中
央
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
七
号
及
び
第
九
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

交
通
政
策
審
議
会

六

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
に
係
る
事
務

（
不
当
労
働
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

不
当
労
働
行
為
事
件
が
係
属
す
る
船
員
地
方
労
働
委
員
会
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
労
働
委
員
会

七

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
労
働
組
合
法
に
係
る
事
務
（
不
当
労
働
行
為
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

労
働
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
委
員
会

八

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
係
る
事

務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

労
働
争
議
が
発
生
し
た
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
委
員
会
（
当
該
労

働
争
議
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
中
央
労
働
委

員
会
）

九

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
二
百
八
十
九
号
）
に
係
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

地
方
公
営
企
業
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
委
員
会

十

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
七
号
及
び
第
九
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
二
号
）
及
び
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律

第
百
十
三
号
）
に
係
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

当
該
船
員
地
方
労
働
委
員
会
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸

監
理
部
長
を
含
む
。
）

十
一
船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
七
号
及
び
第
九
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
場
合
（
十
の
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）

当
該
船
員
地
方
労
働
委
員
会
の
所
在
地
を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
運
輸
局
に

置
か
れ
る
地
方
交
通
審
議
会

十
二
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

労
働
争
議
が
発
生
し
た
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
労
働
争
議

が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
厚
生
労
働
大
臣
）

２
　
旧
法
令
の
規
定
に
よ
り
旧
機
関
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
、
届
出
、
申
立
て
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
改
正
法
の
施
行
後
は
、
新
法

令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
新
機
関
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
、
届
出
、
申
立
て
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３
　
旧
法
令
の
規
定
に
よ
り
旧
機
関
に
対
し
て
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
事
項
で
、
改
正
法
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
の
施
行
後
は
、
こ
れ
を
、

新
法
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
新
機
関
に
対
し
て
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
相
当
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
一
四
日
政
令
第
二
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
八
月
一
八
日
政
令
第
二
二
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
通
訳
案
内
士
法
及
び
旅
行
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
政
令
第
一
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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